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住まいの場（施設入所支援・短期入所・共同生活援助） 

  事業所名 TEL ページ 

施
設
入
所 

青潮園  72－7795 70  

ふれあいの里 （ムサアザ福祉会） 73－5305 70 

あけぼの学園 72－1660 70  

短
期
入
所 

青潮園 72－7795 71  

ふれあいの里 （ムサアザ福祉会） 73－5305 71  

あけぼの学園 72－1660 71  

共
同
生
活
援
助 

ケアホーム くこりもや 72－5665 72  

グループホーム みやこ （みやこ福祉会） 73－8883 72  

グループホーム 若葉 （わかば） 72－8403 72  

とびうおハウス （ムサアザ福祉会） 73-5305 73  

共同生活援助事務所 ドリームハウス （宮古地区手をつなぐ育成会） 79－5323 73  

グループホーム イース （ビザライ） 79－5477 73  

グループホーム イースⅡ （ビザライ） 79－5477 74  

グループホーム あけぼの （あけぼの学園） 72－3858 74  

グループホーム とも （みやこ福祉会） 73－4525 74  



 

 

8-7 住まいの場（施設入所支援・生活介護） 

 青潮園  

実施事業 施設入所支援・生活介護 

住 所 〒906-00013 宮古島市平良字下里2632-1 

連絡先 TEL:72-7795   FAX:72-4554 

対象者      （基本：障害支援区分4以上） 

紹 介 常時介護等が必要な方に、生活の場として、安心・安全な生活がで

きるよう、施設の機能と職員の能力を十分活用し、一人ひとりの人

権を尊重した支援の充実強化に努めています。○１ クラブ活動(ビーズ

クラフト他)○２ 買い物・ドライブ・おやつ作り・誕生会等(月1回) 

障が

い者 

ふれあいの里 （ムサアザ福祉会） 

実施事業 施設入所支援・生活介護 

住 所 〒906-0006 宮古島市平良字西仲宗根1327-1  

連絡先 TEL：73-5305   FAX：73-5306 

対象者 
      （基本：障害支援区分4以上） 

概 要 

生活支援：快適な生活が送れるよう支援する 

保健・給食サービス：健康と食事の管理を行う 

作業援助：日中活動の仲に作業援助を取り入れる 

余暇・レクレーション・行事：潤いと喜びとゆとりのある暮らしの

ために 

障が

い者 

あけぼの学園 

実施事業 施設入所支援・生活介護 

住 所 〒906-0006 宮古島市平良字西仲宗根745-5  

連絡先 TEL:72-1660   FAX:72-4961 

対象者        （基本：障害支援区分4以上） 

概 要 

18歳以上の知的障害者を入所させて、これを保護するとともに、

その更生に必要な支援及び訓練を行います。作業支援（園芸・手

芸等を通して情操を図り勤労意欲を助長しています）。生活支援

（利用者個々の能力に応じた自立支援、健康管理に勤めていま

す）。 

障が

い者 
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あけぼの学園 

実施事業 短期入所 

住 所 〒906-0006 宮古島市平良字西仲宗根７４５－５  

連絡先 TEL：72-1660   FAX：72-4961 

対象者      （障害支援区分1以上） 

概 要 身体障害者・知的障害者・精神障害者および障害児の短期入所を

実施しています。 

障が

い者 

障が

い児 

ふれあいの里 （ムサアザ福祉会） 

実施事業 短期入所 

住 所 〒906-0006  宮古島市平良字西仲宗根1327-1  

連絡先 TEL:73-5305   FAX:73-5306 

利用時間 
全日 

休館日 
年末年始（12月29日～1月3日） 

主な対象者         （障害支援区分1以上） 

紹 介 障害を持つ方や児童のご家族の疾病、その他の理由により、一

時的にふれあいの里に入所（ショートステイ）を必要とする場

合、日常介護しているご家族の一時的な負担を軽減する事を目

的とした支援を行います。 

障が

い者 

障が

い児 

住まいの場（短期入所） 8-7 
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 青潮園  

実施事業 短期入所 

住 所 〒906-0013 宮古島市平良字下里2632-1 

連絡先 TEL:72-7795   FAX:72-4554 

メール：u-mutu.kai@cosmos.ocn.ne.jp 

対象者      （障害支援区分１以上） 

概 要 居宅において介護を行う方の疾病、その他の理由により一時的

に入所を必要とする障害者の方に必要な支援を行います。 

障が

い者 



 

 

住まいの場（共同生活援助）  8-7 

障が

い者 

ケアホーム くこりもや 

実施事業 共同生活援助（グループホーム） 

住 所 〒906-0002 宮古島市平良字狩俣 1463（男子寮） 1552（女子寮） 

連絡先 TEL：72-5665 

対象者  

概 要 平成２５年３月開所。 

日中活動の中で楽しみや喜びなど快適な生活が送れるよう支援します。 

グループホーム みやこ （みやこ福祉会） 

実施事業 共同生活援助 (グループホーム） 

住 所 〒906-0013 宮古島市平良字下里1476-1 

連絡先 TEL :73-8883  

対象者  

概 要 定員10名（女性のみ）全室個室（１室１２畳）２階建て。洗面所、浴

室、トイレ各階に設置 夜間も宿直者が常勤 利用者が地域において

共同して自立した日常生活を営むことができるよう支援に努めます。 

障が

い者 

グループホーム 若葉 （わかば） 

実施事業 共同生活援助（グループホーム） 

住 所 〒906-000７ 宮古島市平良字東仲宗根676-9  

連絡先 TEL:72-8403 FAX:72ｰ8423 

対象者         

概 要 ☆男性のみ 10名 

【事業内容】 

☆食事の支援、掃除、洗濯、買い物など日常生活関連動作の支援。 

 緊急時の応急対策。健康管理、服薬管理、金銭管理の援助。 

 地域生活のルール、コミュニケーション支援、余暇活動の支援。 

障が

い者 
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住まいの場（共同生活援助）  8-7 

共同生活援助事業所ドリームハウス （宮古地区手をつなぐ育成会） 

とびうおハウス （ムサアザ福祉会） 

実施事業 共同生活援助（グループホーム） 

住 所 〒906-0007 宮古島市平良字東仲宗根２３４－１ 

連絡先 TEL：73-5305  FAX：73-5306 

主な対象者 
 

紹 介 

利用定数７名 全室個室です。市内から少し離れた住宅街に面し、静かで

落ち着いた雰囲気です。コンビニ徒歩3分。 

障が

い者 

実施事業 共同生活援助（グループホーム） 

住 所 〒906-0012 宮古島市平良字西里270番地1 

連絡先 TEL:79ｰ5323  FAX:79ｰ5323 

対象者  

紹介 宮古地区手をつなぐ育成会が設立した最初の、小さな(利用者６名の)

グループホーム。 

夜間も、当ホームの支援員が共同生活者として居住している家庭的な

小規模グループホーム。 

障が

い者 

グループホームイース （ビザライ） 

実施事業 共同生活援助（外部サービス委託型） 

住 所 〒906-0013 宮古島市平良字下里10 

連絡先 TEL:79-5477 FAX:79-5475（（株）ビザライ） 

対象者 
     ３障害対応 

利用時間 24時間利用可能 

休館日 無し 

紹介 ☆市内中心部にあり生活至便、完全個室 

（風呂・トイレは個室内にあり） 

☆部屋数は４部屋と小規模でアットホームなグループホームです。 

障が

い者 
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住まいの場（共同生活援助）  8-7 
グループホームイースⅡ （ビザライ） 

実施事業 共同生活援助（グループホーム） 

住 所 〒906-0007 宮古島市平良東仲宗根770-4 

連絡先 TEL:79-5477 FAX:79-5475（（株）ビザライ） 

対象者 
     3障害 

利用時間 24時間利用可 

休館日 なし 

紹介 利用定員10名 

グループホーム あけぼの （あけぼの学園） 

実施事業 共同生活援助（共同生活介護） 

住 所 〒906-0006 宮古島市平良字西仲宗根７４５－２３ 

連絡先 TEL：72-3858   

対象者 
    男子10名 

利用時間 24時間利用可能 

休館日 無し 

紹介 共同生活を通して自立にむけた援助を行っています。居室は広々とした

一人部屋でロッカーや洗面台も設置されています。また、地域行事にも

参加し、地域との交流にも取り組んでいます。 
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障が

い者 

グループホーム とも （みやこ福祉会） 

実施事業 共同生活援助事業(グループホーム) 

住 所 〒906-0013 宮古島市平良字下里1445番地の2 

連絡先 TEL：73-4525          

対象者 
        知的障がい者、精神障がい者(18歳未満の者を除く） 

利用時間 全日 

休館日 なし 

紹介 定員１０名 全室個室（１室１２畳）２階建て。洗面所、浴室、トイレ各

階に設置 夜間も宿直者が常勤 利用者が地域において共同して自立した

日常生活を営むことができるよう支援に努めます。 

障が

い者 

障が

い者 


